
報告第１号 

専決処分の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を

求める。 

令和８年２月４日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

提案理由 

  八幡浜市水道事業の設置等に関する条例第６条に規定する額以上の損害賠償

の額の決定を行ったため。 



 



専決第２号 

八幡浜市八代地区内において発生した水道事故に係る損害賠償の額の決

定について 

標記の件につき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項

の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和８年１月１５日 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

  

記 

１ 損害賠償の相手方 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

２ 損害賠償の概要 

 令和７年１１月１日午前９時２０分ごろ、八幡浜市八代３６番地２地先

（市道王子野中線）において、漏水の修繕のため同市道路面を掘削したと

ころ、既に地中に溜まっていた水道水が地中の土石と共に噴出したことに

より、駐車中の相手方車両に接触し、同車両に損害を与えた。 

このため、相手方車両の車両損害額等を賠償するもの。 

３ 損害賠償の額 

 ２，７２０，０００円 



 


